
- 1 -

第 ３ 回

呉市・下蒲刈町合併協議会

会 議 録

（平成１４年５月２３日）

呉市・下蒲刈町合併協議会



- 2 -

第３回呉市・下蒲刈町合併協議会会議録

平成１４年５月２３日（木曜日）と き

下蒲刈町農村環境改善センター 研修室ところ

出席委員

（呉 市） （下蒲刈町）
小笠原臣也 竹 内 弘 之
川 太郎 杉 原 裕
赤 松 俊 彦 花 浦 照 広
岩 原 椋 船 田 孝 敏
荒 川 五 郎 船 田 信 義
中 田 清 和 蔦 村 正 勝
石 元 成 竹内美智三
岩 城 公 順 宇都宮杉三
井 光 伊豆本悦子

三 戸 光 子

出席顧問

加賀美和正

説明員

芝 山 公 英
中 本 克 州
佐々木 寛
柴 村 隆 博
香 川 逸 志



- 3 -

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

会議に付した事件

（協議事項）
協議第 ７号 農業委員会の取扱いについて（継続協議案件）
協議第１９号 福祉制度の取扱いについて
協議第２０号 国民健康保険事業の取扱いについて
協議第２１号 介護保険事業の取扱いについて
協議第２２号 保健・医療制度の取扱いについて
協議第２３号 環境事業の取扱いについて
協議第１８号 新市建設計画について（継続協議案件）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

午後１時３０分 開 会
定刻になりましたので、始めさせていただきます。○中本事務局参事

皆様におかれましては、大変お忙しい中、御出席賜りまことにありがとうござい
ます。心からお礼を申し上げます。
開会に当たりまして、会長でございます小笠原市長よりごあいさつをいただきた

いと存じます。よろしくお願いいたします。
皆様方におかれましては、お忙しい中を本協議会に御出席をいただ○小笠原会長

きましてまことにありがとうございます。
本日は、会場を呉市から下蒲刈町の方に移しまして、第３回目の協議会開催とな

ったわけでございます。引き続きまして、皆様方と一緒に新たなまちづくりに向け
て誠心誠意取り組んでまいる所存でございます。
さて、前回の協議会では、合併協定項目の中で、合併の方式でありますとか、あ

るいは合併の時期でありますとか、そういった基本的な項目及び新市建設計画の素
案等につきまして、皆様に協議申し上げたわけでございます。
本日は、前回からの継続協議事項を含めまして、各行政制度の取扱いといった、

より具体的な協議内容について検討していただくことになっております。したがっ
て、協議項目が大変多くなっておりますけれども、一つ一つの項目が住民の皆様に
とってより身近なサービスにつながる項目でありますので、慎重に御協議をいただ
きますようお願い申し上げる次第でございます。
なお、本協議会終了後、下蒲刈町内の主要な施設を見学させていただく予定とな

っております。町長さんはじめ町の職員の方々、いろいろ会場の設営あるいは視察
等についてお手数をおかけしたわけでございますが、この場をおかりしまして厚く
御礼申し上げます。皆様方もお時間の許す限り御参加いただいて、よく今後の参考
にしていただくようにお願い申し上げます。
簡単でございますが、ごあいさつとさせていただきます。

ありがとうございました。○中本事務局参事
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今回、初めて下蒲刈町で開催ということでございます。
それでは、下蒲刈町を代表いたしまして竹内町長にごあいさつをいただきたいと

存じます。よろしくお願いいたします。
本日、第３回法定協議会が本町でとり行われるに当たり、委員の皆○竹内副会長

様方には大変お忙しい中、下蒲刈町においでくださり，まことにありがとうござい
ました。
本協議会におきましては、合併施策について協議をいただくわけでございますが、

この協議会終了後、本町の施設を御視察いただくような予定を組んでおります。ど
うぞこの町の様子を肌で感じていただいて、そしてお互いの理解と信頼が生まれる
ことを願っておる次第でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
では、甚だ簡単ですがごあいさつとかえさせていただきます。

ありがとうございました。○中本事務局参事

ここで事務局から報告がございます。
５月20日付で新谷事務局長が総務部へ異動しました。後任に芝山事務局長が５月

21日付で着任しました。報告させていただきます。
それでは、芝山事務局長、自己紹介をお願いします。

失礼します。紹介いただきましたように、５月21日付をもちまし○芝山事務局長

て広域行政推進室長を命じられました芝山と申します。どうぞよろしくお願いいた
します。

それでは、これからの議事の進行につきましては、会長にお願○中本事務局参事

いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。
それでは、ただいまから第３回呉市・下蒲刈町合併協議会を開会い○小笠原会長

たします。
本日の会議録署名者として荒川五郎委員と船田孝敏委員を指名いたします。よろ

しくお願い申し上げます。
本日の議事に入ります。
まず、前回からの継続協議案件であります協議第７号農業委員会の取扱いについ

てを議題といたします。
事務局から本件の説明を願います。

それでは、事務局から報告させていただきます。○佐々木事務局次長

第３回の合併協議会協議事項の中で、１枚はぐっていただきまして、１ページ目
でございますけども、基本的な項目に関する協議事項ということで、５番目、農業
委員会の取扱いについてでございますが、前回の第２回で諮らせていただきました
けども、下蒲刈町農業委員のうち、選挙で選ばれた10人がどのような形で４人にな
るのかということが十分説明できなかったものですから、継続協議となったもので
ございます。
今回，調べましたところ、参考のところに書いてありますように、合併特例法第

８条第１項に、「編入された町にあっては、選挙による委員のうち、市町で定めた
数の者に限り、合併市の農業委員会委員の残任期間在任することができる」と規定
されておりまして、また合併の際、「選挙による委員の数が市町で定めた数を超え
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るときは、町の選挙による委員の互選、すなわち選挙委員全員での互選ということ
によりまして、在任する者を決定していく」ということも規定されております。こ
れに基づきまして、今回の農業委員会の委員さんの取扱いにつきましては、右の方
に調整の方法を方針ということで書かせていただいておりますけども、基本的に町
の農業委員会は呉市の農業委員会に統合していくということでございまして、それ
と合併特例法の規定によりまして、町の農業委員会の選挙による委員は、両市町の
長が別に協議して定めた数、４人の者に限り呉市の農業委員会の委員の残任期間に
あわせ、引き続き在任するということでございます。
それで、町の選挙による委員の数が両市町の協議で定めました数を超える場合、

４人以上、現在10人おられますので、４人を超える場合は、町において選挙による
互選により、在任する者を定めていただきたいということでございます。
それで、来年１５年４月に合併ということになりますと、そのときにそれまでに

町において、町の農業委員会の選挙による委員さんの互選、すなわち指名推選とか
投票による選挙によりまして、４名の方を選んでいただきたいということでござい
ます。
それで、呉市・下蒲刈町で協議して定めた数というのはどのように決めるかとい

うことでございますけども、そこに書いてありますように、市町の農業委員会で選
挙人名簿登載数によりまして調整按分させていただきまして決めさせていただきた
いということでございます。
以上で調整の方針を述べさせていただきます。その方針で協議していただければ

と思っております。
ただいまの農業委員会の取扱いについての説明につきまして、御質○小笠原会長

疑なり御意見があればお願いいたします。
どうぞ。

これは去る５月14日、農業委員会を開かせていただいて、10名の方○竹内副会長

から選挙で４人選挙するということで決まりました。
ああ、そうですか。もう事実上そういう方式をとっていただくとい○小笠原会長

うことは町長の方から御説明いただいたわけで、ありがとうございました。
この件については、ただいまの説明、御了承いただけますでしょうか。
よろしゅうございますか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、本件につきましては委員の皆様の御承認をいただけたも○小笠原会長

のとして決定させていただきます。
続きまして、協議第19号福祉制度の取扱いについてを議題といたします。
事務局から本件の説明を願います。

では、２ページ目を開いていただきまして、今回からは行政○佐々木事務局次長

制度に関する調整ということでございまして、呉市・下蒲刈町との行政制度の調整
に際しまして、合併に伴いまして両市町の住民生活に支障を来さないよう事前に各
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分野において調整を図っていこうということでございます。
制度の調整に当たりましては、原則として呉市の制度に統一していただければと

考えておりますけども、細かい点につきましては、この(1)、(2)、(3)に書いてあ
りますように、１番目としまして、呉市の制度に該当する下蒲刈町の制度がない場
合は、呉市の制度をそのまま適用していきたいと考えております。
２番目としまして、呉市・下蒲刈町、両方にほぼ同じような水準の制度がある場

合は、呉市の制度に準拠して、いろいろ調整を図る中で、できるだけ統一が図れる
よう調整をしていきたいと。
それと、３番目としましては、下蒲刈町に制度がありますけども、呉市に制度が

ない場合は、やはり合併に伴い住民のサービスが低下を招かないよう、個別に協議
いたしまして、段階的あるいは経過的な措置を含めて検討していくということでご
ざいます。
こういう３つの方針に基づきまして、各ジャンル別に今後協議をしていきたいと

いうことでございます。
それで、第１番目としまして、協議事項第19号の福祉制度の取扱いということで

ございます。
福祉制度につきましては、呉市では福祉事務所を設置しておりまして、福祉に関

するほとんどの事務を行っております。下蒲刈町におきましては、基本的に県の事
務となっております。しかし、実際の事務の内容につきましては、町の住民課、保
健福祉課が窓口になりまして、県の福祉事務所等と連携しながら事務を行っており
ます。具体的な福祉施策につきましては、国、県の基準に基づき実施しております
けども、またそれに上乗せをして、市あるいは町単独で独自に制度を設けて実施さ
れている場合がございます。
主な内容につきましては、具体的な福祉制度の中身につきましては、児童福祉、

母子・父子福祉、障害者福祉、高齢者福祉、生活保護・低所得者福祉、その他の福
祉ということで、２ページ、３ページ目に書かさせていただいております。
それで、今後福祉制度においてはどのような調整をしていくかということでござ

いますけども、合併後につきましては、呉市の福祉事務所を中心に県の福祉事務所
と連携しながら、今後福祉施策をしていくことになろうかと考えております。
それで、あと細かい項目につきましては、別冊の調整調書によりまして説明を特

にさせていただきますけども、基本的な調整の方針としましては、右に調整方針を
書いておりますけども、原則としまして呉市の制度を適用していきたいということ
でございます。
ただし、下蒲刈町が現在実施しております制度で住民サービスの向上につながる

ものにつきましては、合併までに調整して制度の統一を図っていきたいと考えてい
るところでございます。
具体的には、別冊の調書により概要だけ説明させていただきたいと思いますので、

別冊の行政制度調整調書というのを出していただければと思っておりますけれども、
その２ページ目を開いていただきたいと思います。

よろしくお願いします。○小笠原会長
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はい。福祉制度につきましては、２ページから17ページまで○佐々木事務局次長

広範囲にわたるわけでございますけども、まず最初に２ページは、児童福祉に関す
るものがございます。児童福祉に関しましては、保育所が設置されておりますけど
も、下蒲刈町におきましても公立の保育所、３施設がございます。呉市にも公私立
合わせて39の保育所がございますけども、中身的には時間がちょっと呉市が30分長
かったりというようなこともございます。今後、合併後は両方の施設がそれぞれ住
民が広範囲に利用できて児童の入所が可能になっていくということでございます。
それで、そこにあります主な制度の相違点の中で、保育料に関しまして若干違い

がございます。呉市と下蒲刈町につきましては、呉市が幾分高くなってというよう
な状況でございます。しかし、この保育料につきましては前年度所得によりまして
額は決定され、毎年状況が変わるわけですけども、基準額がこのようにちょっと違
ってるということでございます。
ただ、保育料につきましては、継続協議ということでさせていただいております

けども、この件に関しましては、他の公共料金との調整あるいは均衡を図っていく
ということが必要でございますので、今後いろいろな公共料金、上水道もあります、
下水道関係もございます。いろいろな料金の調整を制度全体の中で方針を決めなが
らしていきたいと考えておりますので、もう少し双方で協議していきたいというこ
とで、継続協議とさせていただいてるところでございます。
あと児童福祉関係につきましては、一時保育、延長保育、乳児保育、障害児保育

といろいろあります。あるいは放課後健全育成事業などがあります。ほとんど国の
事業でございまして、町の方においてはいろんな状況で足りてないところでござい
ますけども、合併後はこのような多様な保育、あるいは児童の健全な育成ができる
ということでございます。
１枚はぐっていただきまして、３ページ目でございますけども、中ほどに乳幼児

等医療費補助というのがございます。これは単県の補助事業でございますけども、
呉市も下蒲刈町もやっております。ただ、中身が、内容が呉市の方が広範囲ですの
で、対象要件といいますか、満５歳未満の乳幼児あるいは診療部門であれば４歳児
から、今年からは小学校まで拡大するというようなことで制度の拡大を図っており
ます。呉市の方が中身は充実しておりますので、合併に際しましてはこの制度を、
右に書いてありますように呉市の制度に統一させていただいて、下蒲刈町において
もこの乳幼児の医療費補助を拡大していきたいと考えているところでございます。

時間が長いから座って説明してください。○小笠原会長

それでは、４ページ目をはぐっていただきまして、母子・寡○佐々木事務局次長

婦・父子福祉の件でございますけども、これにつきましてはそれぞれ県事業等で呉
市と同じように事業をやっておりますので、合併に際しましては統一させていただ
きたいと思います。
ただ、呉市におきましては単市事業で、一番上に書いておりますように、母子相

談員を置いております。呉の中央地区にあります健やか子育て支援センターに婦人
相談員を置きまして、24時間の相談業務に応じているところでございます。
それと、母子・父子家庭の中では、公共料金の減免のところが両市町、同じよう
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な内容でやっておりますけども、真ん中の方の公営住宅等への入居というところで
ございますけども、これにつきましては、内容に若干の対象者の範囲が違っており
ますけれども、これにつきましても呉市の方がちょっと幅が広くなっておりますの
で、合併時につきましては呉市の制度に統一していきたいと考えているところでご
ざいます。
次の障害者福祉につきましては、範囲が広くございまして、身体障害者の場合、

知的障害者あるいは視覚障害者、聴覚障害者、精神障害者へのいろんな福祉制度が
ございます。それと、社会参加への促進策もいろいろございますけども、基本的に
町の場合は県の制度を利用しながら、県の福祉事務所等でやっておられます。呉市
の場合は、呉の福祉事務所で県と連携を取りながらやっているのが現状でございま
して、主に違いというのは余りございません。市の方は相談業務とか手当、助成措
置についても中身は類似しておりますので、これを合併後にそのまま下蒲刈町にお
きましても適用、あるいは制度の微調整を行いながら統一させていただければと考
えているところでございます。
それと、６ページ目でございます。
そこに資金の貸付け、助成制度等があります。呉市の場合、障害者につきまして

は、公共料金の助成とか障害福祉タクシーの利用助成などを行っておりますので、
合併後も町民におきましては、そういう制度の利用が可能になっていくということ
でございます。
それと、７ページ目を開いていただけますか。
あと在宅サービス、ホームヘルプサービスの在宅サービス、あといろんなサービ

スにつきましても、引き続き下蒲刈町民におきましてもそのまま制度を適用してい
きたい、利用ができるということになろうかと考えております。
続きまして、９ページ目をお願いしたいと思います。
障害者福祉の中で、中ほどの雇用促進のところに心身障害者就労促進事業補助と

いうのがございます。これは県の補助事業でもって行うものでございますけども、
下蒲刈町でもそういう制度をやっております。基本的には同じだと思いますけども、
呉の場合につきましては、単市上乗せ事業ということで家賃、地代等の補助とか、
事業所につきまして補助を行っているような状況でございます。同じような制度が
ございますけれども、合併までに調整しまして、呉市のそういう制度に統一してい
きたいと考えておるところでございます。
次に、10ページ目をお願いしたいと思います。
同じく障害者福祉の中で、公共料金等の減免というところでございます。公共施

設の減免というところがあろうかと思いますけども、これにつきましては両市町、
同じような制度をやってますけども、いわゆる対象、内容が呉の場合は美術館とか
入船山記念館等ございます。町におきましても美術館とか文化施設への入館料など
を免除しておりますので、合併後は両方の施設が減免になるように、内容調整して
制度を統一していきたいと考えているところでございます。
次に、１ページはぐっていただきまして、11ページでございます。
これは、今度は高齢者福祉というところでございまして、中ほどに老人日常生活
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用具給付等の事業がございます。これは国の事業でございますし、一部は県の事業
もございますけども、お互い両方の制度をやっております。多少違っておりますけ
れども、同じような中身でございますので、合併まで中身を調整しまして制度を統
一していきたいと考えているところでございます。
それと、下の方に手当・年金ということで敬老金がございます。両市町同じよう

に敬老金を支給されておりますけども、金額あるいは年齢、金額等は違いはござい
ますけども、これにつきましても同じような制度でございますので、呉市の制度に
合併時に統一していきたいと考えているところでございます。
あと高齢者福祉につきましては、それぞれ相談業務、あるいは今ありました手当

の状況がございます。
あと問題なのは在宅サービス、あるいは施設サービスのところをどのようにして

いくかということでございまして、１ページはぐっていただきまして12ページでご
ざいます。
高齢者の在宅サービス、これは介護保険を除いたものでございますけども、これ

につきましても、同じように町におきましてもホームヘルプサービスをやっておら
れますので、制度を合わせていきたいと、その下のショートステイについても呉市
の事業を適用していきたいと考えております。
下の方にデイサービス事業というのがございます。これにつきましても国の補助

制度でございますけども、呉市の場合は市内の13の施設、法人施設等に委託をしな
がら事業の展開をしております。しかし、町におきましては、社会福祉法人等のそ
ういう施設や、あるいは民間事業者等の提供する団体もございませんので、町にお
いて直営でもってサービスを提供しているところです。本格的なデイサービス事業
ではございませんが、ミニデイサービス事業として高齢者への在宅サービスを提供
しておられます。今後は、合併に伴いましては福祉施設の整備を図る中で、本格的
なデイサービスを展開できればと考えております。もっと具体的に言えば、直営と
いうよりは民間事業者を導入しながら、御存じのようにコムスンとかニチイ学館等
民間事業者、あるいは社会福祉協議会等での事業の展開によりまして、デイサービ
ス事業の展開を図っていくことが出来ればというように考えておりますので、右に
書いておりますように、合併までにそのあたりを調整させていただきまして、デイ
サービスが展開できるようなシステムをつくっていきたいと考えているところでご
ざいます。
１ページはぐっていただきまして、13ページでございます。
先ほどありました在宅介護支援センターの運営も、先ほどと同様に多様なサービ

スができるように、その運営方法について協議を行っていきますけれども、基本的
に呉市でやっておりますので、合併までにいろいろ制度の調整をしまして統一を図
っていきたいと考えております。
それから、下の社会参加の促進、老人クラブの助成という項目がございます。こ

れにつきましては、右の方に継続協議ということになっておりますけども、第２回
で公共団体の取扱いとか補助金、助成の取扱い等というのがございましたが、基本
的には合併に伴いまして団体の統合あるいは補助金の統一を図っていきたいという
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考えではございますけども、合併と同時にすぐ移行できるかどうかという問題もあ
ります。制度全般にかかわりまして、他のいろんな団体との調整がございますので、
総合的にその方針を決めて統一を図っていきたい、もう少し協議をさせてほしいと
いうことで、継続協議にしております。基本的には呉市の老人クラブ連合会に入っ
ていただくような形で協議を進めていきたいと考えているところでございます。
それと、下の高齢者等の公共交通機関の利用助成がございます。これは両市町同

じような制度がございますので、合併時に呉市の制度に統一を図っていきたいと、
そう考えているところでございます。
それから、１ページはぐっていただきまして14ページでございますが、中ほどに、

今度は生活保護・低所得者福祉という欄がございます。これにつきましては、現在
呉市の場合は１級地の２の手当の区分になっておりますけれども、下蒲刈町におき
ましては３級地の２になっております。合併に伴いまして、これは１級地の２に変
更になりまして、補助の基準額は上がっていき、呉市並みになっていくということ
になっております。
それと、民生委員・児童委員は、合併に伴いましてどうなるかということでござ

いますけれども、一応国からの委嘱ということになっておりますので、今度の改選
期が平成16年11月ということですので、町の委員さん10人におきましては、そのま
ま委員としてお願いしたいということでございます。
ただし、報酬、報償費ですね、呉市は年２万４千円で、町におきましては３万３

千円でございますけれども、これにつきましては市町それぞれ報酬はばらばらでご
ざいますけども、合併に伴いまして呉市の報償費、年２万４千円に合わさせていた
だきたいと考えているところでございます。
次に、16ページにちょっと飛んでいただいて、その他の福祉ということでござい

ます。町には社会福祉協議会があります、呉市も社会福祉協議会がありますけども、
これは合併時に統合を図っていきたいということでございます。
それと、１ページめくっていただきまして17ページ、災害に遭われた場合、ある

いは交通災害に遭われた場合、それに対する給付制度がございます。それはそのま
ま合併後も設置させていただくことにします。原爆者、被爆者の援護につきまして
も同様にさせていただくということでございまして、福祉制度につきましては多様
に広範囲にわたっておりますけれど、以上のとおり細かい項目が個々あります。継
続分もありますけども、基本的に先ほど調整方針で述べましたように、原則呉市の
制度を適用あるいは制度に統一させていただければと考えているところでございま
す。
以上、概略ではございますけども、説明させていただきした。ありがとうござい

ました。
今の説明について、非常にたくさんの項目がありますが、御質問な○小笠原会長

り御意見ございませんか。
ただいまの説明の中で介護保険と国民健康保険をちょっと説明、これは後にする

んですか、次の項目ですか。
はい、次の協議項目に。○佐々木事務局次長
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はい、わかりました。どうもどうも。○小笠原会長

それじゃあ、今の説明につきまして何か御質問、御意見がありましたらお願いい
たします。
大体この福祉の制度については、国、県の補助事業が多うございまして、大体そ

れに準拠してやっておるわけですけれども、先ほど説明がありましたように、特に
問題なのは保育料、それから老人クラブの扱いだろうと思います。説明がありまし
たけど、今のところはほぼ調整が事務的にもつけられるんですけども、保育料はち
ょっと差がありますので、下蒲刈町の方が安いわけです。既に入園しとられる人も
おられますから、そこの辺の調整をどうするかということがありますし、それから
老人クラブの助成も、これは国の助成事業、老人クラブの単位当たり老人クラブに
いくら補助するという基準があって、呉市は大体この基準どおりの補助しとるわけ
です。下蒲刈町の場合は、非常に手厚く助成しとられるんで、差がありますよね。
そこのところをどういうふうに調整をしていくかというのがありますので、そこの
ところの調整は、きょうのところは今後またいろいろ話し合いをさせていただくと
いうことにして、それ以外のところについて御質問とか御意見がありましたらお願
いしようかと思っております。
それでは、たくさんの項目がありますので、一応本件については皆様に御了承を

いただいた形で進めさせていただきたいと思いますが、御承認いただいたものとし
てよろしゅうございますか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ありがとうございます。○小笠原会長

それでは、そのように決定をさせていただきます。
それから、協議第20号の国民健康保険事業の取扱いについてを議題といたします。
事務局から本件の説明を願います。

協議事項の４ページ目をお願いしたいと思います。○佐々木事務局次長

国民健康保険事業の取扱いというところでございます。国民健康保険料、保険税
につきましては、呉市は国民健康保険法に基づく保険料となっており、下蒲刈町に
おきましては地方税法による保険税となっており、賦課徴収をしているような状況
でございます。
保険料の算定につきましては、下蒲刈町には資産割がありますけども、呉市はご

ざいません。下蒲刈町につきまして、別紙調書にありますけども、基本的に両市町
で協議、幹事会等で協議する中で、原則として呉市の制度に統一させていただき、
保険料として今後運営させていただきたいと考えているところでございます。
制度調書の16ページをお願いしたいと思います。
ここに国民保険に関しましての現在の概要あるいは保険の給付内容、保険事業等

を入れさせていただいております。基本的に、今さっき言いました合併に伴いまし
て呉市の制度に統一させていただきたい、もちろん賦課の時期、納期などもちょっ
と違いますけども、統一させていただきたい。
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ただ、保険料につきましては、町の方が呉市に比べて若干低いわけでございます
けども、それぞれ所得の状況、資産の状況が違っておりますので、個々に当たって
みなければわからないんですけれども、トータルとして町の方が少し安くなってい
ると把握しています。保険料につきましては、先ほどの公共料金との兼ね合いもご
ざいまして、調整制度全般につきまして、引き続き協議をしていきたいと考えてい
るところでございます。基本的には呉市の制度に合わせて、今後国民健康保険事業
の運営を図っていくということでございます。
以上で提案を終わらさせていただきます。

国民健康保険事業の取扱いについての説明について、御質問なり御○小笠原会長

意見があればお願いいたします。
今の説明なんですが、呉市の制度に合わせると資産割の賦課がなくなるわけでし

ょう。
はい。○佐々木事務局次長

今、下蒲刈町の保険料は資産割に限ってますよね。○小笠原会長

はい。○佐々木事務局次長

それを今度は資産割が呉市の場合はなしになるわけだから、所得割○小笠原会長

と均等割、平等割のところは確かに高いけれども、資産割をなくしてしまった場合、
人にもよる、資産がある人とない人で違うけども、ほとんど資産を持っとられると
いうふうに考えれば、下蒲刈町の保険料の方が安くなるんじゃないですか、資産割
をやめると、トータルとしても。そういう試算はまだそこまでしてないですか。

一応保険料については試算をしておりまして、一応下蒲刈町の○香川事務局次長

方が多少高うございまして、国民保険料に限って言えば、呉市の方が……。
安いというか。○小笠原会長

安いということですね。○香川事務局次長

資産割がなくなる、無い分だけね。○小笠原会長

はい。○香川事務局次長

そういう状況ですけれども、これについては統一をする方向にはさ○小笠原会長

せていただくんですが、それから保険税となっておりますのを呉市の場合、保険料
にしてますから、保険料に統一をしていただくということなんですが、若干そこの
制度の調整を今後の継続協議とさせていただきたいということですので、御理解を
いただきたいと思います。
それでは、御意見がないようでございましたらお諮りをいたしますが、国民健康

保険事業の取扱いについては、御承認をいただけたものとして決定させていただい
てよろしゅうございますか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

さっき言いましたように、料率のところは継続協議ということでご○小笠原会長

ざいますので、よろしくお願いします。
続きまして、協議第21号の介護保険事業の取扱いについてを議題といたします。
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事務局から説明願います。
４ページ目の協議事項第21号でございます。介護保険事業の○佐々木事務局次長

取扱いということでございます。
現在はどうなっているかといいますと、介護保険につきましては、下蒲刈町の２

次認定審査業務を呉市へ今委託しております。具体的な保険事業につきましては、
呉市・下蒲刈町それぞれ単独で行ってるところでございます。特に保険料に関しま
しては、基本的な状況は呉市の場合は3,125円でございますけども、下蒲刈町にお
きましては2,508円となっているところでございます。
それと、今後この介護保険事業につきましては、報酬の改定、あるいは料金の改

定をするということになっておりますけども、15年度以降につきましては、現在の
サービスを利用者の意向を踏まえまして、新たに向こう３年間のサービスの需要を
見込んで、新たに保険料を設定していくことになっております。
具体的に介護保険事業の中身につきましては、在宅サービス、訪問介護とか通所

介護などあります。それと、施設サービスとしまして特養とか老健施設などがござ
いまして、こういうサービスの提供を今後どういう形でしていくかという、充実を
図っていくかということが今後の課題になろうかと考えております。今までも調整
をしておりますが、町とも協議をしまして、原則として呉市の制度に統一していき
たいと。ただし、下蒲刈町地域の介護サービス事業については、今後充実をさらに
図っていかなければならないということで充実に努めるものとするということにさ
せていただいております。
先ほどの高齢者福祉のところでもお話ししましたように、福祉施設の整備を図る

中で、そういう拠点づくりを図っていきたいと考えております。料金の方の違いは
ございますけども、そういう提供できるサービスの充実を図っていきたいと考えて
いるところでございます。
介護保険事業の具体的な状況につきましては、別冊の調書の15ページにその概要

が書いてあります。中ほどでございますけども、第１号被保険者の数ということで
ございます。それと、指定事業所というところで、下蒲刈町におきましては施設、
居宅介護支援事業、訪問介護事業ということで、町が事業者として直営でやってお
られる状況でございます。
呉市におきましては、社会福祉法人あるいは社会福祉協議会、あるいは民間の方

へ委託しながらやっているのが現実でございます。今後どういったサービスの利用
が必要かを把握する中で、事業者の導入を図りながら、介護サービスの提供をして
いきたいと考えているところでございます。
それで、中ほどの介護保険料につきましては、右側の方へ継続協議となっており

ますけども、事業のやり方につきましては、呉市の制度に統一していくわけでござ
いますけども、料金につきましては、トータル的な料金のこともございますので、
もう少し協議をしていきたいということで継続協議となっているものでございます。
いずれにしましても、事業につきましては呉市に合わせて事業展開をしていきた

いということでございます。以上で報告を終わります。
ただいまの介護保険事業の取扱いについての説明に御質疑なり御意○小笠原会長
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見があればお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

大体もうずっと事務当局ですり合わせをしておりますので、まだま○小笠原会長

だ立ち入った細かい説明には至っておりませんけれども、大まかなところは今説明
しましたとおりです。介護保険料の差はありますけど、むしろ介護保険サービスの
中で在宅、施設両面にわたって、その中味・内容を充実させていく、上げていく方
向でそろえさせていただくという考え方でございます。
それでは、本件につきまして委員の皆さんの御承認をいただけたものとして決定

させていただいてよろしゅうございますか。
どうぞ。

○中田委員 一つ一つ解決をしていくと、トータルで見たら出す方がどんどんふえ
ていったり、各人の自己負担が随分上がる。当然これは今から下水道の問題やら種
々の問題が出てくると思うんですよね。それを一つ一つ採決をとられてこうなって
しもうたときには、後の調整がつかなくなるんじゃなかろうかなという気がするん
で、トータルでそこのところは事務局に任せるとか、だから町長さんと市長さんの
方でトータルで政治的にどう解決を図っていくのか。こう見てくると下蒲刈町の方
はどれもこれも皆今まで安かったのが何か一緒になったら高くなるというふうな感
じ、ニュアンスの感じを受けるわけですが、そこのところは最終的にどっちにして
でも住民負担はできるだけ少なくなり、サービスがよくなるということが一番望ま
しいことでございます。財政上のことを考えるとまたそうばっかりいかんというと
ころも出てくるんじゃないかと思いますんで、そこらをもう一つ一つ、こう決まり
ましたというけじめをつけずに、トータルでひとつ町長さんと市長さん、また行政
がトータルでできるだけ高負担のかからんような方向でやっていくということで、
ひとつある程度含みを持っておいていただく方がこれから先の話がやりやすいんじ
ゃないかと思いますので、お願いいたします。

一つ一つ決めさせてはいただいておりますけども、今のように住民○小笠原会長

に負担がかかる問題ですから、保育料とか国民健康保険料とか介護保険料とか、そ
こは継続協議にさせていただいて、そのほかのことを決めていただいとるんで、最
終的には上下水道事業の問題とかほかの町民負担の問題とセットで、税の問題もあ
りますし、セットでいろいろ検討して、そして調整を図ってきたい。そのときに私
と町長さんで、まず詳細に検討させていただいてお諮りをするというようなことに
持っていきたいなと思っておりますので、そのとおり進めておるつもりでございま
す。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、この点も今のように直接料金で負担に係る問題について○小笠原会長

は継続協議ということで、制度自体は統一する方向で決めさせていただくというこ
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とにいたしておりますので、それでは特に御異論もなければ決定をさせていただき
ます。
続きまして、協議第22号の保健・医療制度の取扱いについてを議題といたします。
これについて事務局から説明をお願いいたします。

はい、わかりました。協議事項の５ページ目をお願いしたい○佐々木事務局次長

と思います。
保健・医療制度の取扱いという項目でございます。現状は、呉市は保健所政令市

ということで単独で保健所を設置していろんな保健サービスを実施しております。
町におきましては、基本的には県の事務となっておりますけれども、保健福祉課が
窓口となりまして呉の地域保健所と連携して事務を行っております。
それと、初期の救急医療につきましては、呉市は休日急患センターで行っており

ますけども、町におきましては町営の公立下蒲刈病院がございますので、そこで対
応しております。
２次救急医療につきましては、呉市と同じような状況でございます。
医師会につきましては、呉市は呉市の医師会でございますけども、町におきまし

ては安芸地区の医師会に所属しているところでございます。
この保険料制度の中身につきましては、内容は保健サービスと医療サービスとい

うことで、保健サービスの中にはいろいろな相談業務あるいは健康増進、あるいは
母子保健とか成人・老人保健あるいは精神保健、あるいは疾病予防、その他生活衛
生に関することがございます。
それで、合併後はどうなるかということでございますけれども、基本的に保健制

度につきましては、呉市には保健所がございますので、これを中心に県の地域保健
所と連携をしながら、今後いろんな保健サービスを実施するようになろうかと考え
ております。
そこで、調整の案としましては、原則として呉市の制度を適用するということで

ございますけれども、町が実施している制度の中で住民サービスにつながるものに
ついては、合併まで調整をしまして制度の統一を図っていきたいと考えております。
それと、御存じのように町にはベット数が49床、診療科目が12あります公立下蒲

刈病院がございます。この病院につきましては、基本的には呉市が引き継いでいく
ということでございます。
ただし、御存じのように病院につきましては、運営は大変厳しいものがございま

して、今後とも運営形態等につきましては、もう少し両市町の長で、首長ベースで
速やかに協議をしていくということにさせていただければと考えております。
いずれにしましても、安芸灘地域の保健・医療サービスの大切な拠点になってお

りますので、その維持を図っていく必要があろうかと考えておるところでございま
す。
それで、その保健・医療の中身につきましては、別冊の調書の18ページから25ペ

ージにかけてありますけども、ほとんど呉の場合は保健所あるいは東西の保健セン
ターで各相談業務から母子保健、成人保健、いろいろやっております。
町におきましても病院の２階に保健福祉課という窓口を置きまして、そこに保健
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婦さんを常駐させて健康管理センターという国保事業での補助を受けながら続け、
事業の展開を図っております。基本的に中身は同じようなことをやっておりますの
で、今後合併に伴いましてもこの組織の見直しを図りながら、今までと同じように、
あるいは今まで以上に保健サービスが展開できるように図っていきたいと考えてお
ります。細かい中身につきましては見ていただければわかると思いますけれども、
基本的に呉市の制度を適用したり、あるいは合併までに方法論も調整して統一を図
っていきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
それで、病院の病床につきましては、調書の25ページに内容はございます。呉市

には直営のですね、公立病院はございませんけども、下蒲刈につきましては国保病
院の位置づけですね、公立下蒲刈病院がございます。診療科目、ベット数は49で診
療科目は12ありまして、そのほか大地蔵地区に附属の診療所がございます。それと、
はり・きゅう、鍼灸治療を行う場所も持っておられるという状況でございます。調
整につきましては右側に方針がありますように、基本的には呉市が引き継いでいく
と。ただし、先ほど言いましたように、運営状況につきましては、今後、また、継
続協議していきたいと考えておるところでございます。
保健・医療に関しましては、以上の状況になっております。
以上で報告を終わらせていただきます。

はい、どうも。ただいまの件につきまして、基本的なところはもう○小笠原会長

十分御理解いただいておると思います。今やっておられます医療・保健のサービス
を継続をしていくという考え方ですが、組織・形態等については継続協議というこ
とでございます。
これについて何か御質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、本件につきましても委員の皆様方の御承認をいただいた○小笠原会長

ものとして決定させていただいてよろしゅうございますか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ありがとうございます。○小笠原会長

それでは、続きまして協議第23号環境事業の取扱いについてを議題といたします。
事務局から説明を願います。

協議事項の６ページ目を開いていただきたいと思います。○佐々木事務局次長

協議第23号の環境事業の取扱いということでございます。
内容としましては、現在どうなってるかといいますと、呉市の場合は環境保全に

関する多くの事項につきまして、政令市の指定を受けたり、あるいは御存知のよう
に特例市の指定を受け、権限をもって環境保全行政全般に現在取り組んでいるとこ
ろでございます。
そのほかごみ処理とか、し尿処理という問題がございますけども、呉市の場合は
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直営、あるいは一部業者委託でやっておりますけども、下蒲刈町におきましては隣
の蒲刈町と安芸南部衛生組合を組織しておりまして、この中で地元業者への業務委
託により収集され、処理はそれぞれの町内にありますごみ処理施設あるいはし尿処
理施設でもって処理をされておるのが現実でございます。
それで、斎場につきましては、下蒲刈町には町営の斎場が、火葬場が１つありま

す。今後、合併に伴いましてどうかといいますと、調整の方針でございますけども、
一部事務組合の取扱いのところで第２回協議会でも報告したとおりでございますけ
ども、それを加味しまして、調整の方針としましては、原則として環境行政につき
ましては呉市の制度を適用していきたいと。ただし、安芸南部衛生組合で実施して
おります、し尿・ごみ処理の収集体制につきましては、現行のとおりとさせていた
だきたいと。そこへ「当分の間」とありますけども、一応現在隣の蒲刈町と合併の
話をしておりますので、この合併が、蒲刈町の合併が進みますと、当然この組合は
解散することになりますので、それまでは下蒲刈町の地位を受け、双方で協議して
共同処理を引き続き行っていきたいと考えておるところでございます。
具体的なそれぞれ環境事業の中身につきましては、別紙調書の26ページから28ペ

ージにかけて中身がございます。26ページはごみ処理事業に関して、安芸南部衛生
組合の状況、それから27ページにつきましては、し尿処理につきまして、同じよう
に安芸南部衛生組合で処理事業しながら運営させていただいているところでござい
ます。
そのほかの下蒲刈町じゃなくて呉市にあります合併浄化槽にかかわる補助金とか、

あるいは環境美化に関するそれぞれの事業、あるいは生ごみ処理器の購入とか、太
陽光発電のシステムを設置する場合の補助につきましては、当然合併に伴いまして、
下蒲刈町におきましても同じような制度が適用されると考えているところでござい
ます。
それと、調書28ページをお願いしたいと思います。
斎場の火葬場のところでございますけども、呉市は呉市で斎場があるわけでござ

いますけれども、下蒲刈町には１炉で処理する火葬場があります。料金に違いがご
ざいますけども、上の調整方針にありますように、合併に伴いまして、料金につき
ましても、方法につきましても施設は呉市に引き継いでいく、その他につきまして
は呉市の制度に統一していきたいと、料金も呉市に合わせていきたいということで
ございます。
ただ、町におきましての料金が高い、低いにつきましては、これは霊柩車の貸し

出しとかマイクロバスの貸し出し等があっての料金でございますので、呉市はそう
いうのはございません。今後は料金は一緒にしますけれども、霊柩車の貸し出し等
につきましては、別途使用料等を定めて、利用を図っていきたいと考えているとこ
ろでございます。
以上で環境事業につきましての概要と今後の調整の方針につきまして提案させて

いただきました。
以上で報告を終わります。

ただいまの説明について御質問や御意見があればお願いいたします。○小笠原会長
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

この件につきましては、説明がありましたとおり、現状で進めてい○小笠原会長

くということでございますので。
それでは、委員の皆様の御承認いただけたものとして決定させていただいてよろ

しゅうございますか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ありがとうございました。さよう決定させていただきます。○小笠原会長

最後に、前回からの継続協議案件であります協議第18号新市建設計画についてを
議題といたします。
事務局から説明を願います。

協議事項の８ページをお願いしたいと思います。○佐々木事務局次長

前回は呉市・下蒲刈町合併建設計画の素案を提案させていただいたところでござ
います。
今回は、まだ具体的な事業につきましては、現在下蒲刈町と呉市での協議をもと

に県とも協議を進めているところでございまして、具体的な事業につきましては、
もう少し時間をいただきたいと考えているところでございます。
中身につきましては、県の事業をはじめ国庫補助事業あるいは県費補助事業ある

いは市町の単独事業について、事業メニューを出す中で、継続事業もございます、
あるいは新規事業もございますので、現在、県の担当部と事前にすり合わせを行っ
ているところでございます。いろんな施策の中で本当に合併後の下蒲刈町地域の振
興につながる事業、あるいは新しい呉市の振興につながるメニューを選んでおりま
して、その事業を盛り込んだものを、今後の協議会において合併建設計画として、
具体的に事業メニューの入った素案を提案できますよう、今積極的に取り組んでお
りますので、もう少し時間をいただけたらと思っております。今はそういう状況を
説明させていただき、途中の状況を説明させていただくということで、これにつき
ましても引き続き協議をお願いしたいと考えているところでございます。

ただいま説明いたしましたように、この新市建設計画については協○小笠原会長

議には入れさせていただきましたけれども、県と協議をしておるという経過報告に
させていただきたいというふうに思います。
したがいまして、本件につきましては、今後引き続き協議ということで御了解を

いただきたいと思うわけです。
以上で協議事項を終わらせていただきます。
その他、何か御意見等がございましたらお願いいたしたいと思います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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特にないようでございましたら、誠にに恐縮でございますが、この○小笠原会長

たびは下蒲刈町の方に会場を移しての協議でございましたので、花浦委員より一言
ごあいさつをいただければと思います。

本日はお忙しい中、皆様にお集まりいただき、また熱心に御協議いた○花浦委員

だきましてまことにありがとうございます。
今後も本協議会で決定していかなければならない重要な項目がたくさんございま

すが、両市町の新しいまちづくりのために慎重かつ前向きな御協議をいただき、こ
の地域にとって実りの多い結論を導いていただきますよう心からお願い申し上げま
して、簡単ではございますが、ごあいさつとさせていただきます。
本日はどうもありがとうございました。

どうもありがとうございました。○小笠原会長

皆様きょうは大変多くの項目につきまして、長時間にわたり熱心に御協議をいた
だきましてまことにありがとうございました。引き続いて協議する事項については、
最初にごあいさついたしましたように、誠心誠意これから協議し、取り組んでまい
りたいと思いますので、御理解いただきたいと思います。
さて、次の第４回協議会でございますが、事前にいろいろ御都合等も聞いて調整

をいたしておりまして、６月21日金曜日、午前10時からビューポート呉において開
催させていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げ
ます。
それでは、これをもちまして第３回呉市・下蒲刈町合併協議会を閉会させていた

だきます。誠にありがとうございました。
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――
午後２時４５分 閉 会

以上、第３回呉市・下蒲刈町合併協議会会議録の内容が正確であることを証明す

るためここに署名する。

呉市・下蒲刈町合併協議会会長 小笠原 臣 也

呉市・下蒲刈町合併協議会委員 荒 川 五 郎

呉市・下蒲刈町合併協議会委員 船 田 孝 敏
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――
午後２時４５分 閉 会

以上、第３回呉市・下蒲刈町合併協議会会議録の内容が正確であることを証明す

るためここに署名する。

呉市・下蒲刈町合併協議会会長

呉市・下蒲刈町合併協議会委員

呉市・下蒲刈町合併協議会委員


